
 

 

 

 

 

 

 

 

・環境省 石綿（アスベスト）問題への取組 

http://www.env.go.jp/air/asbestos/index.html 

 

・東京都 アスベスト情報サイト  

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/asbestos/index.html 

 

・厚生労働省 改正石綿則と労働者の石綿ばく露防止措置の実施に係る技術上の指針について 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/ryuijikou/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の場所 工事の対象・規模 届出窓口 

２３区 すべての工事 各区の環境主管課 

八王子市 すべての工事 八王子市環境部環境保全課 

市（八王子市を除く） 

延べ面積が 2,000m2未満の建築物 各市の環境主管課 

延べ面積が 2,000m2以上の建築物 

すべての工作物 

東京都環境局多摩環境事務所 

環境改善課 

（電話：042－523－3171） 西多摩郡の町村 すべての工事 

島しょ すべての工事 
東京都環境局環境改善部 

大気保全課（電話：最下欄） 

                    届出様式 

工事の内容 

大気汚染防止法 

様式第 3 の 4 

環境確保条例 

第 35 号様式 

吹付け石綿の使用面積 
15m2以上 

○ 
○ 

15m2未満 ― 

吹付け石綿、保温材等が使用されている

建築物の延べ面積又は工作物の築造面積 

500m2以上 
○ 

○ 

500m2未満 ― 

解体工事を実施される皆様へ 

大気汚染防止法・環境確保条例が

改正されました 

 アスベストを含有する建材を使用した建築物等の解体等工事にかかる大

気汚染防止法及び東京都環境確保条例（都民の健康と安全を確保する環境

に関する条例）が改正され平成 26年 6月１日から施行されます。 

改正の主なポイント 

届出窓口 （東京都内における届出先はこれまでと同じです。） 

大気汚染防止法及び環境確保条例の届出窓口 

大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出対象 

※大気汚染防止法の様式第 3 の 4 は変更されました。 

 なお、環境確保条例の第 35号様式は変更がありません。 

…… 解体等工事の事前調査及び
説明の義務付け 

解体等工事の受注者又は自主施工者は、石綿使用

の有無について事前に調査をし、受注者は発注者

へ調査結果を書面で説明することが義務付けら

れました。 

20140529 

この資料の内容についての問い合わせ先： 

東京都環境局環境改善部大気保全課 ０３－５３８８－３４９３ 

施工者 発注者等 

特定工事の届出義務者の変更 

大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく

届出義務者が工事の施工者から、特定工事

の発注者又は特定工事を自ら施工す

る者（発注者等）に変更されました。 

 

発注者 

受注者 

※特定工事とは、解体等工事のうち特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を言いま

す。 
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大気汚染防止法 

解体等工事の受注者・自主

施工者は石綿使用の有無に

ついて事前に調査し、受注

者は発注者へ調査結果を書

面で説明する 

追加 

第 18条の 17第 1項 

特定粉じん排出等作

業実施の届出義務者

が、工事の施工者か

ら、工事の発注者又

は自主施工者に変更 

変更 

第 18条の 15第 1項及び第 2項 

解体等工事の受注者

は、石綿使用の有無

に関わらず、事前調

査結果を公衆の見や

すい位置に掲示 

追加 

第 18条の 17第 4項 

・作業区画の最初の除去作業開始前に集じん・排気装置の正常稼

動確認 

・作業区画の最初の除去作業開始後速やかに、集じん・排気装置

の排気口において粉じん計等を用いて、正常稼働を確認 

・毎日、除去作業開始前に区画内と前室の負圧確認 

追加 

（作業基準）施行規則別表第 7 

負圧の確認結果と、

集じん・排気装置の

正常稼動確認・補修

措置を記録し、特定

工事終了まで保存 

追加 

（作業基準）施行規則別表第 7 

 

石綿飛散防止方法等

計画の届出義務者

が、工事の施工者か

ら、工事の発注者又

は自主施工者に変更 

第 124条第 1項 

変更 

 

解体等工事における石綿の飛散の監視方法について 

・工事前・作業中・工事後で、敷地境界において行なう石綿の測定方法に 

「知事が別に定める方法」（＝アスベストモニタリングマニュアル（環境省））を追加 

・測定結果、飛散状況の監視結果を記録し 3年間保存 

解体等工事の受

注者は条例届出

に必要な事項に

ついて発注者へ

説明する 

(遵守事項)東京都告示第 830号 

追加 

 

条例施行規則別表第 13 

追加 

 

遵守事項・作業基

準の規定による実

施措置等を記録し

3年間保存 

(遵守事項)東京都告示第 830号 

追加 
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アスベストを含有する建材を使用した建築物等の解体等工事の流れと法令の主な改正内容 

東京都環境確保条例 


